
仕様書等に対する質問・回答書 

 

令和８年２月２５日 

調達物品及び数量 ： 広島港出島地区廃棄物等埋立処分場 展開目視検査設備及び車両管制設備１式のリース  

 

№ 質 問 事 項 回    答 

1 

 展開目視検査設備のネットワークカメラの仕様について「ア 概要」の図には「20

倍ズーム」と記載がありますが、「イ システム概要図」には「40倍ズーム」と記載

があります。 

20倍を正としてよろしいでしょうか。 

「20倍ズーム」が正です。 

 詳細は、調達仕様書２ページ「ウ 機器仕様」に記載のとおりで

す。 

2 

公告文 １調達内容 (3)借入期間に、「地方自治法第234条の３の規定に基く長期継

続契約」と記載がありますが、貴団体は地方自治体に該当しないため、一般的な法人

との賃貸借契約となるため、地方自治法に基づく契約として扱うことが難しいです。 

①  「地方自治法第234条の３の規定に基づく長期継続契約」の記載を削除頂くこと

は可能ですか。 

②  本契約において予算状況により中途解約の可能性はございますか。 

 当公社は地方自治体に該当しませんが、広島県の例規の例によ

って事務を行っております。 

①  公告文中の記述「地方自治法第234条の３の規定に基づく長期

継続契約」の削除は行いませんが、具体的取扱いについては、

公告に添付している契約書（案）によるものと認識しておりま

す。 

②  本契約の中途解約については、現時点では想定しておりませ

んが、解約となる事由が発生した場合の取扱いは、契約書

（案）第25条の疑義解決の規定により、甲乙協議することとな

ると考えております。 

3 賃貸借開始日は契約書に記載のとおり物件が納入された日でよろしいでしょうか。 
 賃貸借開始日は、契約書（案）第６条第２項の「借受証の発行

日（物件の引き渡しが完了した日）」とします。 

4 
 賃貸借開始日が1 日でなかった場合、初月及び最終月の賃貸借料は当該月の日

数に合わせて日割計算する必要がございますでしょうか。 

 契約書（案）第４条の賃貸借期間中の１か月ごとの期間満了す

る日については、定めておりませんので、同条第１項（２）「各

月ごとの賃借料の一覧表」に従います。 

5 
 物件の保守については契約書第7 条に記載のとおり公社にて実施され、本件入札

には含まれないものと考えてよろしいでしょうか。 

 物件の保守は、本契約には含みません。保守を必要とする場合

は、その内容を提示して下さい。 

6 
 代理人入札の場合、入札書の押印は委任状で届け出た代理人印のみでよろしいで

しょうか。 
 代理人の印のみで良いです。 



7 
 入札書用の封筒は必要でしょうか。必要であれば記載事項や割印等に関してご指

示をお願い致します。 
 入札書用の封筒は不要です。 

8 

 契約書第４条により賃貸借料は当月分を翌月に口座引き落としにて支払われるも

のと思いますが、初回のみ２ヶ月分というのは初回分のみ当月分を翌々月に２ヶ月

分支払われるという解釈でよろしいでしょうか。 

 お見込のとおりです。 

なお、質問No.4も含め、支払方法については、入札後、協議に

応じます。 

9  本件の導入機器はすべて建物の屋内での利用という理解でよろしいでしょうか。  全て屋内に設置するものです。 

10 

 導入機器に付保する動産総合保険（リース会社にて付保する保険を想定）は、一

般的な保険（地震津波等は対象外／経年とともに保険金額上限が逓減される）の付

保でよろしいでしょうか。 

 リース資産に対して、公社で保険を付保しますので、その限り

において必要ありません。 

 ただし、貸主が自らの責めに帰すべき損害等を補償するため

に、貸主が付保する保険については任意です。 

11  賃貸借満了後の機器の引き取りに関しては、取り外しも必要でしょうか。 
 賃貸借満了後の機器の取り外しに係る費用は含まれておりませ

ん。 

12 

 ウイルス感染による外出規制や、世界的な半導体不足等受注者の責によらない事

由により納期が遅れる場合、協議に応じていただくことは可能でしょうか。また、

それにより広島県における指名停止等のペナルティを受けることはないと理解して

よろしいでしょうか。 

 社会通念に照らして合理的な事由による遅延については、協議

の対象になります。 

 また、当公社との契約の履行状況によって、広島県における指

名停止の対象となることはないと認識しております。 

13 

 万が一本契約が契約書第18 条から20 条以外の事由により中途解約となった場

合、残賃貸借料について一括でお支払いいただくか、契約書第25 条により協議さ

せていただけますでしょうか。 

 契約書（案）第25条の疑義解決の規定により、甲乙協議するこ

ととなると考えております。 

14 

 入札書の記載方法について、上部の￥の右には月額／税込の賃貸借料を記載する

という認識でよろしいでしょうか。 

また、［内訳］の下の記載事項についてご教示いただけますでしょうか。 

 入札書には、消費税等を含む月額の金額を記載して下さい。 

 なお、内訳の記載について指定するものはありません。 

 


